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はじめに 

 

策定の趣旨 

内水面漁業は、河川で漁獲されるアユなどの水産物の供給の機能に加え、内水面漁業者

による水産資源の増殖や漁場環境の保全・管理を通じて、釣り場や自然体験活動の学習の

場といった自然と親しむ機会を国民に提供するなどの多面的機能を有しています。そのた

め、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるよう、持続的な内水面漁業を

推進していくことが重要です。 

平成 26 年６月 20 日に制定された「内水面漁業の振興に関する法律」（平成 26年法律第

103 号）では、「都道府県は、当該都道府県の区域にある内水面について、内水面水産資源

の回復に関する施策及び内水面における漁場環境の再生に関する施策を総合的かつ計画的

に実施する必要があると認めるときは、基本方針に即して、これらの施策の実施に関する

計画を定めるよう努めるものとする」とされており、本県でも内水面漁業の振興を図るた

め、内水面漁業の目指すべき姿を設定し、その実現に向けた具体的な取組みを示すことを

目的として、平成 28 年 3 月に「富山県内水面漁業振興計画」を策定しました。 

県では、この計画に沿って、これまで各種施策を実施してきましたが、前計画の策定か

ら９年が経過し、内水面漁業を取り巻く環境は、気候変動によるサケやサクラマスなどの

内水面水産資源の減少、オオクチバスなどの特定外来生物やカワウによる食害の拡大、ま

た、内水面漁業協同組合の組合員数の減少や、遊漁を含めたレジャー活動の多様化など、

大きく変化してきました。 

こうした内水面漁業を取り巻く自然環境や社会状況の変化を踏まえ、前計画を改定し、

令和 13 年度を目標年度とする新たな「富山県内水面漁業振興計画」を策定するものです。 
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第１ 章 富山県の内水面漁業の概況 

１  本県の河川環境 

富山県は、本州日本海側の中央部に位置しており 、北アルプス、飛騨山系及び両白山地と い

った山岳地帯と 接する一方で北側には富山湾があり 、 山から 海までの高低差 4, 000 m のダイ

ナミ ッ ク な地形が形成さ れています。  

本県には、 一級河川と して、 黒部川、 常願寺川、 神通川、 庄川、 小矢部川の５ 水系 216 河川

が、 二級河川と して片貝川、 早月川など 30 水系 102 河川があり 、 総延長は 1, 649 ㎞に及びま

す。 また、 こ れら の河川の多く は、 急峻な山岳地帯に端を発し 、 富山平野を通って、 富山湾に

注いでいます。  

 

また、 本県は、 県土の約３ 分の２ が森林と なって

おり 、 特に河川の上流域には豊かな森林地帯が広が

っています。 渓畔林や河畔林には、 日射を遮断し 水

温を低く 維持する、 落下し た昆虫や葉が餌と し て供

給さ れる、 倒木が生物の隠れ場になる などの働きが

あり 、 こ れら の木々は河川の生態系保全のためにも

重要です。  

本県の河川には、 堰堤
え んて い

や落差工などの河川横断施

設が多数設置さ れていますが、 魚道
ぎ ょ ど う

が設置さ れてい

ない箇所や、設置さ れていても 魚道と し ての機能が損なわれているも のも あり 、アユやサク ラ

図 富山県の河川概要図 

写真 渓畔林 
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マスなどの移動の妨げと なっています。 そのため、

遡河性
さ く か せ い

魚類などが海から 河川上流域まで遡上できる

よう 、 効率的に魚道整備を進めると と も に、 河川横

断施設や魚道については、 設置者と 連携した整備・

管理が求めら れています。  

こ のよう な河川環境において、「 豊かな川づく り 」

を推進し ていく ためには、 稚魚放流体験会や自然観

察会などの開催を通じ て、 子ども たちが川と 親し め

る 機会を作っていく こ と が重要であり 、 内水面漁協

を中心に地域での取組が進めら れています。また、豊かな森林を保全するためには、幅広い県

民の参加による森づく り なども 大切です。  

 

２  気候変動による影響 

気候変動により 、河川の環境が大きく 変わってきています。温暖化により 河川などの水温が

上昇すると 、冷水魚種であるイ ワナやヤマメ と いった魚の生息環境が悪化し 、成長や繁殖に悪

影響を及ぼし ます。県内においても 、河川水温が上昇すると サク ラ マスの河川への回帰が悪く

なるこ と が報告さ れています。また、降海し たサケ稚魚は、高い海水温により 生残率が下がる

可能性が指摘さ れています。その他にも 、集中豪雨の増加など降水パターンの変化により 土砂

流出や水質悪化などが増加し 、 魚類の生息に影響するこ と が考えら れます。  

温暖化は、内水面漁業の生産量や魚の品質に悪影響を及ぼす可能性があり 、持続可能な漁業

のためにも 気候変動への対応策が急務です。  

 

３  内水面漁業などの現況 

県内では、 笹川、 小川、 黒部川、 片貝川、 角川、 上市川、 白岩川、 白岩川上流、 神通川、 井

田川、 大長谷川、 百瀬川、 庄川、 庄川上流、 小矢部川の 15 漁場において、 ８ つの漁業協同組

合と １ つの漁業協同組合連合会（ 以下、漁業協同組合と 漁業協同組合連合会を合わせた総称と

し て「 内水面漁協」 と いう 。） が第５ 種共同漁業権の免許を受け、 漁場の管理や漁業権魚種の

増殖などに取り 組み、水産物の供給や、遊漁、憩いの場の提供など多岐にわたる役割を担って

います。河川における漁業と 遊漁については、富山県漁業調整規則のほか、内水面漁場管理委

員会が発動する委員会指示、さ ら に漁業権が設定さ れている河川では、各漁業権者が定める漁

業権行使規則、 遊漁規則により 、 漁期、 漁具・ 漁法、 漁場の区域、 漁業及び遊漁の範囲などが

規定さ れています。  

また、本県の内水面養殖業については、コイ やイワナ、マス類、アユなどが生産さ れており 、

一部の地域では重要な観光資源にも なっています。  

  

写真 魚道を利用するサク ラマス 
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表 県内の内水面漁業協同組合と 取り 扱い漁業権魚種 

漁協名 漁場（ 河川） 名 漁業権魚種 

朝日内水面漁業協同組合 
笹川 アユ、 ヤマメ 、 イワナ 

小川 アユ、 ヤマメ 、 イワナ、 サク ラ マス 

黒部川内水面漁業協同組合 

黒部川 アユ、 ヤマメ 、 イワナ、 サク ラ マス、 カジカ 

片貝川 

※呉東内水面と の共有漁場 
アユ、 ヤマメ 、 イワナ 

呉東内水面漁業協同組合 
片貝川 アユ、 ヤマメ 、 イワナ 

角川 アユ、 ヤマメ 、 イワナ、 コイ 

中新川内水面漁業協同組合 
上市川 アユ、 ヤマメ 、 コイ、 モク ズガニ 

白岩川 アユ、 ヤマメ 、 コイ、 モク ズガニ 

白岩川南部漁業協同組合 白岩川（ 上流）  ヤマメ 、 イワナ、 コイ 

富山漁業協同組合 神通川 
アユ、 ヤマメ 、 イワナ、 サク ラマス、 コイ、 フナ、

ウグイ 

婦負漁業協同組合 
井田川 アユ、 ヤマメ 、 イワナ、 サク ラ マス 

大長谷川 ヤマメ 、 イワナ、 コイ 

庄川沿岸漁業協同組合連合会 

  大門漁業協同組合 

  庄川漁業協同組合 

  砺波市漁業協同組合 

  庄川上流漁業協同組合 

  利賀村漁業協同組合 

  平漁業協同組合 

  上平漁業協同組合 

百瀬川 イワナ、 コイ、 ウナギ、 ニジマス 

庄川 
アユ、ヤマメ 、サク ラマス、コイ、ウグイ、ウナギ、

ニジマス 

庄川（ 上流）  ヤマメ 、 イワナ、 コイ、 ウグイ、 ウナギ、 ニジマス 

小矢部川漁業協同組合 小矢部川 
アユ、 ヤマメ 、 イ ワ ナ、 コ イ 、 フ ナ、 ウ グイ 、   

モク ズガニ 

令和７ 年４ 月１ 日現在 
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○ 内水面漁業の生産量 

本県の内水面漁業生産量は、 平成 20 年から 26 年までは増減し ていまし たが、 平成 27 年以

降は、 減少傾向と なっています。  

 

 

○ 魚種別生産量 

本県の内水面漁業における重要な魚種と して、サケ、サク ラ マス、アユなど河川と 海を行き

来する魚種があげら れます。サケと アユの漁獲割合については、平成 20 年から 26 年にかけて

増減し ていまし たが、 平成 27 年以降は、 サケの割合が減少し アユの割合が増加し ています。

また、サク ラ マスの割合は、他の２ 魚種に比べて少なく 、令和に入ってから はさ ら に少ない状

況と なっています。  

 

○ アユ 

アユは、 県内の内水面漁業における重要魚種であり 、 直近 10 年間の県内におけるアユ種苗

の年間放流量は、 県内水面漁場管理委員会の増殖指示量の２ 倍以上にあたる 35～47 ト ンで推

移し ています。  

図 富山県における内水面漁業漁獲量の推移 【 出典】 漁業・ 養殖業生産統計 

※遊漁者によ る 採捕は含ま
れていない 

図 富山県の内水面漁業における魚種別漁獲割合 【 出典】 漁業・ 養殖業生産統計 
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アユの放流については、かつては湖産種苗に依存し ていまし たが、湖産種苗は塩分耐性が低

く 再生産に寄与しないこ と から 、アユ資源を維持・ 増大さ せるためには、再生産を行う 地場産

種苗の放流が重要と なっています。また、アユ資源の維持・ 増大は、遊漁者のニーズを満たし 、

漁協の遊漁料収入の安定にも つながり ます。そのため、県内の富山漁業協同組合と 庄川沿岸漁

業協同組合連合会においてアユ増殖施設が整備さ れ、その結果、放流種苗における地場産の割

合は、施設整備前の２ 割から ７ 割まで増加し ましたが、その後は、あまり 変化し ていない状況

と なっています。  

神通川や庄川、黒部川ではアユの遡上調査が継続的に実施さ れており 、その年の天然アユの

遡上の多寡が河川内での資源状況や漁模様に大き く 影響し ているこ と が明ら かになっていま

す。 また、 アユ資源の維持・ 増大を図るため、 産卵場及び産卵期間における採捕規制や、 上記

３ 河川では抱卵親魚の放流も 行われています。  

 

 

 

〇 サケ 

サケふ化放流事業は、 増殖用サケ親魚の採

捕許可を受けた内水面漁協によ り 、 現在６ ふ

化場でサケ稚魚が生産さ れ、 ８ 水系で放流が

実施さ れています。  

サケの来遊尾数は、 近年、 海洋環境の変化

などによ り 、 低迷傾向と なっており 、 令和元

年から ５ 年ま での直近５ 年間の平均値は約

1. 7 万尾になっています。 また、 それに伴い、

サケ放流尾数も 昭和 60 年度の約４ 千万尾をピーク に、 近年は、 １ 千万尾を下回るまで減少し

ています。  

こ のよ う な状況から 、 多く のふ化場において種卵の確保やサケ増殖事業に係る 収支状況の

悪化、 また、 事業従事者の高齢化や後継者不足、 施設の老朽化などの問題も 生じています。  

図 富山県におけるアユ種苗の放流量と 地場産種苗の割合 
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そのため、生産コスト の削減や軽労化などを図り 、効率的・ 効果的なふ化放流事業を展開し

ていく こ と が重要課題と なっています。また、新たなサケ増殖手法と し て、高温耐性を持った

稚魚生産の技術開発などにも 関心が寄せら れています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 サク ラ マス 

本県の内水面におけるサク ラ マス漁獲量は減少し て

おり 、 １ ト ンに満たない年も 見ら れるなど、 サク ラ マ

スの資源状況が危惧さ れています。 資源減少の主な原

因と し て、 河川に設置さ れた堰堤などにより 産卵場へ

の遡上が妨げら れているこ と や、 温暖化による河川水

温の上昇などが挙げら れます。  

近年、 神通川では、 河川管理者がサク ラ マスを河川

環境改善の指標種と し て位置付け、 サク ラ マスにと っ

て良好な環境を再生するための取組みが進めら れています。  
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図 富山県におけるサケの来遊尾数と 稚魚放流尾数 

写真 県内河川に遡上したサク ラマス 
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コラム①  富山の海で漁獲されるサクラマス 

「 ますの寿司」 の材料と し て特に有名なサク ラ マスは、 県内の河川で漁獲さ れる代表的な内

水面魚種と し て知ら れていますが、 県内沿岸海域でも 主に定置網によって漁獲さ れています。  

漁獲量は、 河川と 同様に減少し ており 、 1985～1986 年には 20 ト ン以上の漁獲があり ました

が、 2024 年は１ ト ン弱でし た。 サク ラ マスは１ ～６ 月に富山県の沿岸海域で漁獲さ れますが、

漁獲量の減少と と も に主漁期も 変化しており 、 過去の漁獲量が多かった年は２ ～３ 月に多く 獲

れていましたが、 近年では４ ～５ 月に多く なる傾向があり ます。  

２ ～３ 月の漁獲量が減少し た要因については、 県

内の河川環境の変化が影響し ている と 考えら れます

が、 沿岸海域で漁獲さ れるサク ラ マスの中には、 越

冬のため富山湾付近まで南下し てき た秋田県など日

本海北部地域由来のサク ラ マスが混ざっているこ と

も 報告さ れており 、 それら 他県産サク ラ マスの資源

構造が気候変動などによ り 変化し た可能性も 考えら

れています。  

     図 富山県の内水面におけるサク ラマス漁獲量 【 出典】 漁業・ 養殖業生産統計 

沿岸海域で水揚げされたサクラマス 
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〇 魚病 

アユの疾病について、 県内河川では、 平

成８ 年に冷水病の発生が、 平成 22 年には

エド ワジエラ・ イ ク タルリ 感染症が初めて

確認さ れまし た。 近年では、 種苗生産施設

での冷水病の発生が確認さ れており ます。

そのため、 アユの疾病による被害を防ぐた

めの有効な防疫対策が求めら れています。 

また、 サケ科魚類については、 せっそう

病や細菌性鰓病
えら びょ う

、冷水病などの発生が確認

さ れています。  

本県では、 特定疾病に指定さ れているコ

イ ヘルペスウイ ルス病が平成 16 年に初め

て発生し まし たが、 平成 21 年以降は発生

が確認さ れていません。  

県では、 イ ワナやサケの増養殖場を対象

に、 昭和 57 年から 水産研究所の職員によ

る 魚病防疫体制に関する 巡回指導を継続

的に行っています。また、魚病が疑われるなどの相談があった場合には、迅速に検査するなど

の対応も 行っています。  

 

〇 外来魚と カワウ  

神通川や庄川、 小矢部

川などで、 オオク チバス

やコ ク チバス、 ブラ ウン

ト ラ ウト 、 ブルーギルな

どの外来魚の生息が確認

さ れています。 内水面漁

協では外来魚駆除を行っ

ていますが、 完全駆除す

る 方法は確立さ れておら

ず、 効率的・ 効果的な駆

除対策を進めていく 必要があり ます。  

また、遊漁者などに対して、外来魚の違法放流禁止を記載し たパンフレッ ト を配付するなど

し て、 外来魚問題に関する啓発を行っています。  

県内では、 平成８ 年頃から 、 神通川や庄川、 小矢部川などで、 カワウによるアユなどへの食

害が発生し ており 、 内水面漁協では、 カワウ被害対策と し て銃器による駆除やロケッ ト 花火、

表 富山県における近年の魚病発生状況 

図 富山県におけるカワウの生息数と 捕獲数【 出典】 富山県カワウ管理計画 

R1 R2 R3 R4 R5

異型細胞性鰓病 1

ビ ブリ オ病 2

運動性エロ モナス 症 1

シュ ード モナス 症 2 2

細菌性冷水病 2 1 1 1 1

エド ワ ジ エラ ・ イ ク タ ルリ 感染症 4

ピ シウ ム 症 1

非感染性ス レ 症 1

伝染性造血器壊死症 1

細菌性鰓病 1 1

細菌性冷水病 1 1 1

寄生虫症 1

ガス 病 1

細菌性冷水病 2

寄生虫症 1

せっ そう 病 1

細菌性鰓病 1 1

細菌性冷水病 2 2 1 1

細菌性腎臓病 1

さ い嚢水腫症 1

ミ ズカ ビ 病 1

運動性エロ モナス 症 1

チョ ウ 症 1
コ イ

ア ユ

サク ラ
マス

サケ

イ ワ ナ
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ド ローンによる追い払い、 テープ張り による繁殖抑制などを実施しています。  

県内のカワウ生息状況について、令和５ 年のモニタリ ング調査では、県内には５ か所のねぐ

ら が形成さ れ、う ち２ か所は繁殖コロニーになっているこ と が確認さ れています。カワウの個

体数は減少傾向にあるも のの、 アユの遡上期や漁期に個体数が多く なるこ と が示さ れており 、

引き続き対策が求めら れています。  

 

〇 内水面漁協 

県内の内水面漁協の組

合員数は減少傾向にあり

ます。 減少は主に正組合

員でみら れ、平成 20 年に

は 3, 000 人を超えていた

正組合員が、 令和４ 年以

降 2, 500 人を下回るよう

になり まし た。  

内水面漁協は、水産資

源の増殖や漁場管理な

どの責務を果たすと と も に、 水質の監視や河川清掃などの河川環境を保全する 役割も 担って

いますが、組合員の減少・ 高齢化が進行し ており 、組織活力や実務管理能力の低下が憂慮さ れ

ています。 また、 活動や意義についても 、 必ずしも 県民に十分に周知・ 認識さ れていると は言

えない状況にあり ます。  

安定し た漁協経営を図るためには、費用対効果を踏まえた効率的・ 効果的な増殖事業により

水産資源の維持・ 増大を図ると と も に、遊漁収入を増大さ せるこ と や組合員を増やすための取

組みを行っていく こ と が重要です。  

 

〇 遊漁 

本県の遊漁承認証の年

間発行枚数は２ 万枚前後

で推移し ていまし たが、

令和元年度以降は１ 万５

千枚を下回る 年がみら れ

る よ う になっており 、 県

内での遊漁者の減少が懸

念さ れます。  

遊漁承認証の発行状

況を魚種別でみる と 、 ア

ユの割合が最も 多く 、 令和５ 年度は全体の 80％を占めていまし た。  

図 富山県内の遊漁承認証の発行枚数 

図 富山県の内水面漁協の組合員数 

0
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2, 500

3, 000
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4, 000
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5, 000
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人
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遊漁者の価値観や釣り 方などは多様化し ており 、遊漁者ニーズに適切に対応し た釣り 場・ 川

づく り が求めら れています。また、水産資源や漁場環境を守っていく ためには、遊漁ルールや

マナーを広く 周知すると と も に、 適切な漁場管理が重要になっています。  

 

○ 内水面養殖業 

県内の内水面養殖業で

は、主にアユ、コイ 、ニジ

マス、 イ ワナなどが生産

さ れていますが、 その収

獲量は、 減少傾向と なっ

ています。また、コイ につ

いては、 コ イ ヘルペスウ

イ ルス 病の影響を 受け

て、 収獲量が著し く 落ち

こ みまし た。  

養殖業は、需要の減少や生産コスト の増加などにより 厳し い経営状況にあり 、経営体数は減

少の一途を辿っています。 そのため、 生産コスト の削減や販売による収入を増大さ せるため、

より 育てやすく 、 味の良い品種や効率的な生産技術の開発が求めら れています。  

また、陸上養殖施設については、排水などに伴う 周辺環境への影響を把握するため、海水や

塩水を用いている施設や、閉鎖循環式を利用し ている施設などについては、令和５ 年度から 国

への届出と 実績報告が必要と なり 、 健全で持続的な養殖業の発展を目指し た取組みが進めら

れています。  

  

図 富山県における内水面養殖業収獲量  

【 出典】 漁業・ 養殖業生産統計 
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第２ 章 富山県内水面漁業の目指す方向 

１  基本目標と 基本方向 

本県の河川は豊かな森林で覆われている 山岳地域の源流域から 平野部の中下流域を経て富

山湾に注ぎ込んでいます。上流域にはイ ワナやヤマメ が主に生息し 、中下流域ではサケやアユ、

サク ラ マスをはじめ、 ウグイ やコイ、 フナなどの漁場にも なっています。本県においては、 古

く から 、アユ、サケ及びサク ラ マスなどを対象と し た内水面漁業が営まれており 、流し網漁な

どの伝統漁法や「 ます寿し 」 などの食文化が育まれてきまし た。  

海面に比べて規模が小さ い内水面では、 資源の乱獲や漁場環境の悪化が起こ り やすい特徴

があり ます。そのため、種苗放流や親魚の汲み上げ放流などの増殖行為や漁場管理などを通じ

て、水産資源及び河川環境の保全に努めるこ と が重要と なっています。しかし ながら 、社会及

び自然環境の変化により 漁獲量は減少し、また、漁協組合員の減少、県民が川釣り などに親し

む機会も 減ってきており 、 人々が内水面漁業と 関わる機会が減っている状況にあり ます。  

県民共有の貴重な財産である河川の恵みを持続的に享受し ていく ためには、森・ 川・ 海のつ

ながり をし っかり と 保ち、 流域全体で水産資源と 多種多様な生き物が生息でき る 豊かな漁場

と 、 持続可能で活力のある内水面漁業づく り が求めら れているこ と から 、  

 

 基本目標を、  

「 森、 川、 海をつないだ豊かな漁場をつく り 、  

持続可能な内水面漁業を目指す」  と し 、  

 

次の３ つの基本方向を柱と する各種施策を推進します。  

 

（ １ ） 内水面水産資源の回復と 増大 

本県内水面漁業の重要魚種であるアユ、サケ及びサク ラ マスについて、資源を回復・ 増大さ

せるための各漁協の取組みや技術開発を推進し ます。  

（ ２ ） 内水面における漁場環境の再生と 保全 

魚の住みやすい生息環境に必要である良好な水質・ 水量の確保、水源涵養機能を発揮する森

づく り 、 生態系に配慮した河川環境の改善を進め、 川の環境を守り 育みます。  

（ ３ ） 活力ある内水面漁業づく り  

活力ある漁協づく り と して経営体質の強化や組合員の確保、遊漁の振興、養殖業の活性化を

図り 、 持続可能な内水面漁業を目指し ます。  

 

２  目標年次 

本計画は、 令和７ 年１ 月に公表さ れた「 富山県水産業振興計画」 の部門別計画と 位置付け、

目標年次も 同振興計画で示し た令和 13 年度と 同様と し ます。  
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３  施策の体系 

 

   

①アユ資源の維持・ 増大

②サケ資源の維持・ 回復

③サク ラ マス 資源の維持・ 回復

④外来魚・ カワ ウ 対策の推進

（ 1） 内水面水産資源の回復と
増大【 資源】

①河川環境の再生と 保全

②内水面の多面的機能に関する 理解
の促進

（ 2） 内水面における 漁場環境
の再生と 保全【 環境】

①内水面漁協の体制強化

②遊漁振興と 適切な漁場利用

③養殖業の活性化

④魚類防疫対策の強化

（ 3） 活力ある 内水面漁業づく
り 【 活力】

＜基本目標＞
森、 川、 海をつないだ豊かな漁場をつく り 、

持続可能な内水面漁業を目指す

＜基本方向＞ ＜推進施策＞
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第３ 章 推進施策 

（ １ ） 内水面水産資源の回復と 増大 

【 資源】 ① アユ資源の維持・ 増大 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 地場産種苗の供給体制が整備さ れ、 各河川の資源やその利用状況などに対応し た適切な放

流が行われているこ と 。  

◇ 天然アユの遡上量を維持・ 増大さ せるため、 産卵場造成などの増殖行為や、 産卵親魚の保

護を図る取組み、 また、 その効果に関する検証が行われているこ と 。  

 

（ １ ） 地場産種苗の利用 

・  地場産種苗の利用を進めるため、 地場産種苗の優

位性の啓発や、 県内増殖施設の整備を支援し ます。  

・  地場産アユの安定生産に向けた技術的支援や体制

整備の検討などを進めます。  

・  資源やその利用状況、また、放流場所や放流時期、

遊漁ニーズなどに応じ た適正規模の種苗放流を推進

し 、 効果的なアユ放流事業を目指し ます。  

（ ２ ） 天然アユの遡上量を増やす取組み 

・  天然アユの遡上量を増やすための増殖行為と し

て、 抱卵親魚の放流や河川における産卵場の保全・

造成などの取組みを推進し ます。  

・  県内河川におけるアユの遡上や産卵実態、 また、

降下仔魚を把握する調査を実施し 、 遡上時期や産卵

場、 産卵期間における採捕規制の妥当性を確認する

と と も に、 必要に応じ て採捕期間や区域などの規制

見直し を進めます。  

・  アユ資源量を継続的にモニタ リ ングする と と も

に、 遡上量の予測技術の向上を目指し ます。  

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

地場産放流種苗の割合（ ％）  71％ 80％ 

写真 県内河川のアユの群れ 

写真 地場産アユの放流 
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【 資源】 ② サケ資源の維持・ 回復 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 気候変動によ る資源への影響を少し でも 緩和する ため、 効率的・ 効果的なふ化放流事業に

より 、 サケ稚魚の放流体制が維持さ れているこ と 。  

 

（ １ ） 効率的・ 効果的なふ化放流事業の展開 

・  放流時期や体サイ ズが異なるサケ稚魚について、

耳石温度標識を用いた放流調査を行い、 放流適期や

適サイ ズに関する科学的知見を得るこ と で、 効率的

かつ効果的なふ化放流手法への移行を図り ます。  

併せて、 近年の環境変化を踏まえた、 稚魚の生産

体制の協業化や集約化など、 サケ増殖体制の今後の

在り 方について検討を進めます。  

・  ふ化放流技術の向上を図る ため、 サケ稚魚生産技

術に関する研修会の開催や巡回指導を行います。  

・  海水温上昇などの環境変化に対応し た種苗生産技術の開発を行い、 サケの回帰率向上を目

指し ます。  

・  サケ増殖事業経費の確保を図る ため、 採精・ 採卵後の魚体の有効活用やサケ有効利用調査

（ 釣獲調査） などの取組みを促進し ます。  

（ ２ ） 増殖施設の整備 

・  サケ資源の維持・ 回復に必要な内水面漁協の施設

整備を支援し 、 持続可能な体制への移行を目指し ま

す。  

・  老朽化が進んでいる県有施設については、 劣化状

況を調べたう えで、 計画的に改修や集約化を進めま

す。  

 

 

 

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

生産技術に関する 研修会お

よび巡回指導の回数 
31 現状維持 

写真 県内河川に遡上したサケ 

写真 サケ稚魚の放流 
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【 資源】 ③ サク ラ マス資源の維持・ 回復 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 気候変動によ る資源への影響を緩和するため、 効果的な放流手法や安定し た増殖事業によ

り 、 県内河川に遡上し てく るサク ラ マスの来遊量が維持・ 回復さ れているこ と 。  

 

（ １ ） 効果的な種苗生産・ 放流技術の開発・ 普及 

・  種苗放流を継続的に実施するため、 内水面漁協に

よる親魚養成を推進し、種卵の安定確保を図り ます。 

・  効果的かつ効率的な増殖事業を進めるため、 放流

適地の探索や親魚放流など省力・ 省コ スト な放流手

法の研究を進めます。  

・  放流尾数の増大を図るための安定生産技術の開発

や施設整備を支援し ます。  

（ ２ ） 自然再生産を増やす取組みの推進 

・  サク ラ マス資源に対する自然再生産の評価や実態

解明を目指し ます。  

・  魚道の整備・ 管理や越夏場所及び産卵場の保全・

造成について、河川管理者などと 連携・ 協力し 、天然

資源の維持・ 回復に努めます。  

・  サク ラ マスの種川と し ての採捕禁止区域の設定、

適切な採捕禁止期間や採捕尾数制限を設定する など

の規則の整備によ り 、 効果的なサク ラ マス資源保護

に資する漁業・ 遊漁管理体制を構築し ます。  

 

 

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

河川のサク ラ マス漁獲量 1 ト ン ２ ト ン 

 

  

写真 河川で採捕さ れたサク ラマス 

写真 サク ラマスの自然産卵 



16 
 

 

  

コラム②  サクラマス親魚を河川に放流し産卵させる 

河川にダムなどが存在し なかった時代には、 サク ラ マスは河川上流部で秋に産まれ、 そのま

ま冷涼な上流部で越夏し た後に降海し、 １ 年間冷たい北の海で過ごし た後、 親と なる年には再

び河川上流部まで遡上し ていまし た。 サク ラ マスは冷水性魚類のため、 高水温が苦手であり 、

夏でも 涼しい河川上流部はサク ラ マスにと って必要不可欠な生息場所です。 し かし 、 河川にダ

ムや堰堤などの遡上障害が増加し たため、 サク ラ マスが河川上流部に辿り 着く こ と が困難と な

り 、サク ラ マスの遡上可能範囲＝生息範囲が狭まり まし た。こ のこ と が産卵数の減少に繋がり 、

資源が減少する主な原因の一つと なっています。 減少し た分の資源を補う ため、 サク ラ マス稚

魚の放流が長年行われていますが、 資源の減少傾向は止まっていません。 そこ で、 水産研究所

ではサク ラ マス親魚を河川上流部で放流し、 自然産卵を増やす取り 組みを行っています。  

水産研究所で養成し たメ スのサク ラ マス親魚を河川に放流し たと こ ろ、 天然魚のオスが集ま

ってきて産卵に参加する様子が見ら れまし た。 産卵床から は受精し 発眼し た卵が確認さ れ、 そ

の後の調査では、多く の稚

魚が成長する 様子が確認

さ れまし た。  

現在は、富山漁業協同組

合の協力を 得て天然のサ

ク ラ マス親魚を捕獲し 、人

の手で神通川水系の上流

部ま で運び放流する こ と

によ る 資源増殖効果を調

査し ています。稚魚放流だ

けでなく 、できるだけ自然

に近い形で資源増殖を図

るこ と で、今後のサク ラ マ

ス 資源の増大が期待さ れ

ます。  

 

 

 

産卵床をつくる放流親魚と放流翌年に確認された幼魚 
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【 資源】 ④ 外来魚・ カワウ対策の推進 

 

【 目指すべき姿】  

◇ ブラ ッ ク バスやブラ ウント ラ ウト などの外来魚に対する 効果的な駆除活動や違法放流防止

の啓発が行われ、 健全な内水面生態系の復元・ 保全が図ら れているこ と 。  

◇ 食害被害を与えるカワウについて、 自然条件下において、 漁業被害が問題化・ 顕在化し な

い状況へ個体数が誘導さ れているこ と 。  

 

（ １ ） 効率的・ 効果的な外来魚駆除方法の普及や外来魚問題に関する啓発活動の推進 

・  内水面漁協と の情報共有や、 モニタリ ング調査に

より 、 外来魚の生息状況の把握に努めます。  

・  網による捕獲や電気ショ ッ カーによる駆除など効

率的な外来魚駆除方法の普及を図り ます。  

・  外来魚の違法放流禁止が遵守さ れるよう 、 ホーム

ページや啓発用パンフレッ ト を活用し て広く 周知に

努めます。  

（ ２ ） カワウ被害対策の推進 

・  カワウ生息状況のモニタリ ング調査を実施し、 個

体数、 ねぐら ・ 繁殖コロニーの位置や数を把握する

ほか、 研修会などの開催により 、 生息状況や駆除方

法に関する情報提供を行います。  

・  漁場における食害防止対策と し て、 一般の河川利

用者や環境への影響などに配慮し つつ、 擬卵やド ラ

イ アイ ス処理などによる繁殖抑制、 生分解性のテー

プ張り によるねぐら ・ 繁殖コロニーの除去、 ド ロー

ンによる追い払いなどを促進し ます。  

・  被害・ 捕獲状況の把握や生息状況のモニタ リ ングを基にし たカワウ管理計画（ 令和４ 年策

定） の進行管理を行う と と も に、 毎年度、 計画の進捗状況を評価し 、 必要に応じ て見直し を検

討し ます。  

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

外来魚の駆除活動を実施し て

いる漁協の数 
1 3 

  

写真 県内で採捕さ れたブラウント ラウト  

写真 河川に飛来したカワウの群れ 
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（ ２ ） 内水面における 漁場環境の再生と 保全 

【 環境】 ① 河川環境の再生と 保全 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 河川において良好な水質と 安定し た水量が保たれ、 健全な水循環系が構築さ れるこ と によ

り 、 魚類や餌と なる水生昆虫などの生物が生息し やすい環境と なるこ と 。  

◇ 河川の連続性と し て機能する魚道が整備・ 維持管理さ れ、 アユやサク ラ マスなどの遡上が

妨げら れていないこ と 。  

 

（ １ ） 生態系に配慮し た河川整備の推進 

・  河川におけるアユやサク ラ マスなどの遡河性魚類の生息環

境の改善を図るため、 河川管理者などと 連携し 魚道や淵など

の整備や魚に優し い河川工事を推進すると と も に安定し た水

量や良好な水質が確保さ れるよう 関係機関に働きかけます。  

・  漁業者から のヒ アリ ングや現地調査により 魚類の生息状況

を確認する と と も に、 河川横断施設における魚道の有無、 既

設魚道がある場合には有効に機能し ているかなどの評価を進

めます。  

・  生態系や水産資源を総合的に保全するため、 森・ 川・ 海の

つながり や河川と 農業用水路と の連続性が確保さ れるよ う 、

分野横断的な関係者間の情報交換などの連携に努めます。  

・  魚道の整備が行なわれる 際には、 魚の生態や行動特性など

に関し て、 専門的な視点から 情報提供と 助言を行います。  

（ ２ ） 水辺環境の保全 

・  リ ーフレッ ト の配布などによ り 、 油や化学物質の流出など

によ る 水質汚濁事故の未然防止を促すと と も に、 事故発生時

には迅速かつ適切な対応によ り 、 被害の拡大を防止する よう

働きかけます。  

・  地域住民や団体が行っている 河川の清掃美化活動等の取組

みを支援、 推進します。  

・  漁業関係者、 森林ボラ ンティ ア団体や企業など、 幅広い県

民の参加による森づく り 活動を推進し ます。  

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

魚類の生息調査河川数 18 25 

写真 魚類の生息調査の様子 

 写真 漁業者と 森林組合と  

 の合同植林活動 
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【 環境】 ② 内水面の多面的機能に関する理解の促進 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 内水面における漁業活動の副次的効果によ り 、 環境や地域食文化の学習の場と し て機能し

ているこ と 。  

◇ 内水面漁協の活動や役割などが広く 周知さ れる と と も に、 内水面漁業に対する 県民の理解

と 関心が深まっているこ と 。  

 

（ １ ） 内水面漁業への理解と 関心を高める活動の推進  

・  内水面漁協や関係する活動組織などが、 内水面漁業

の有する多面的機能についての理解を深め、 その機能

を発揮さ せる取組みを円滑に行えるよう 、 関係機関と

の調整や活動組織を管轄する 協議会の運営などを支援

し ます。  

・  漁協などが行う 河川環境や内水面水産資源に関する

体験活動をサポート し 、 内水面漁業の多面的機能を促

進し ます。  

・  ます寿し やアユのなれ寿し などの地域の魚食文化に

ついて、 HPなどによる発信を行い、 内水面漁業への関

心を高めるこ と に努めます。  

（ ２ ） 豊かな川づく り のための意識啓発 

・  県民が川に親し み、 河川環境や内水面漁業への理解

と 関心が高まるよう 、 漁協や漁業者などによる 河川の

清掃活動や、 稚魚放流と いった魚と のふれあい体験、

親水イ ベント などの活動を促進し ます。  

・  教育機関と の連携による出前教室や水産研究所によ

る科学教室の開催などにより 、子ども たちに富山の川・

魚・ 水産業・ 環境保全などについて学習し ても ら い、

将来の豊かな川づく り に向けた意識啓発を図り ます。  

 

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

内水面に関係し た出前教室や

体験授業の回数 
15 20 

写真 水産研究所での科学教室 

写真 アユのなれ寿し 
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（ ３ ） 活力ある 内水面漁業づく り  

【 活力】 ① 内水面漁協の体制強化 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 内水面漁協の組合員の減少に歯止めをかける と と も に、 遊漁料などの収入を増やすための

取組みを推進し 、 漁協の人材確保と 経営体質の強化が図ら れているこ と 。  

 

（ １ ） 漁協経営の体質強化対策の推進 

・  増殖事業において種苗放流に偏重するこ と がない

よう 、 効果的な増殖方法や規模の見直し 、 改善に資

する ための放流効果調査の実施や研修会の開催など

の取組みを推進します。  

・  内水面漁協の収益改善のため、 遊漁者を増やす自

主放流等への取組みを支援し ます。  

・  増殖事業と 漁協経営のバラ ンスを考慮し た漁業権

の設定や、 漁協運営の健全性を向上さ せるためのア

ド バイ ス等、 漁協への適切な指導を実施します。  

・  漁協の経営改善や近代化など、経営体質の改善を図るため、施設の更新に要する費用を対象

と し た設備資金や運転資金の融資制度などの充実に努めます。  

・  漁業所得の向上に向けた取組みを定める「 浜の活力再生プラ ン」 の策定を支援し 、プラ ンに

位置付けら れた取組みが着実に実行さ れるよう 指導し ます。  

・  漁業者などが自ら 生産する 水産物を活用し た新たな製品の開発や企画設計、 関連施設の整

備を支援し 、 生産、 加工及び販売を一体的に行う 付加価値創出に向けた取組みを推進し ます。 

・  水産物の付加価値創出に向けた取組みをサポート するため、個別相談に応じると と も に、経

営戦略、 販路開拓、 ブラ ンディ ングなどの各分野における専門家を派遣します。  

（ ２ ） 人材の確保・ 育成 

・  内水面漁協の活動が見え、地域に開かれた漁協づく り を目指し、漁協が行う 稚魚の放流など

の活動に地域住民や遊漁者などが協力・ 参加できる機会づく り を進めます。  

・  組合員を確保するために、漁協が行う 取組みや体制づく り への支援、また、参考と なる情報

等を提供し ていきます。  

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

主要４ 魚種（ アユ、 ヤマメ 、 イ ワナ、 サク ラ マ

ス） 漁場における自主放流を実施し た漁場数 
22 30 

写真 研修会の開催 
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【 活力】 ② 遊漁振興と 適切な漁場利用 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 減少し ている 遊漁者を呼び戻すため、 多様化する 遊漁ニーズに応える 魅力的な釣り 場や川

づく り が行われているこ と 。  

◇ 遊漁ルールやマナーが守ら れ、 気持ち良く 釣り が楽し めるこ と 。  

 

（ １ ） 魅力ある遊漁環境づく り の促進 

・  魅力ある釣り 場・ 川づく り に向けて、 遊漁者と 内

水面漁協と が相互理解と 協働を深める ための情報交

換を促進し ます。  

・  遊漁対象魚について、 必要に応じ て生態調査や情

報提供等を行い、 漁協によ る遊漁の魅力発信を支援

し ます。  

・  遊漁規則による持ち帰り 尾数の制限などで資源管

理に配慮し ながら 、 キャッ チ・ アンド ・ リ リ ース区

などの目的別専用区の設定、 アユルアーと いった新

し い漁法の追加など、 多様化する遊漁ニーズの取込を促進し ます。  

・  遊漁者に対する利便性の向上を図る ため、 電子遊漁券の導入やト イ レなどの施設整備を促

すと と も に、 イ ンターネッ ト による釣り 場の状況などの情報発信を促進します。  

（ ２ ） 遊漁ルールやマナーの周知・ 啓発活動の促進 

・  県内外の遊漁者が各種規則などに関する情報を容

易に得ら れるよ う 、 ホームページなどを活用し た情

報提供に努めます。  

・  遊漁者が気持ちよく 釣り を楽し めるよう に、 県や

内水面漁協、 遊漁団体などが連携・ 協力しながら 、

啓発活動等を通じて遊漁ルールやマナーが守ら れる

機運醸成を図る と と も に、 適切な漁場監視に努めま

す。  

 

   

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

遊漁承認証の発行枚数 14, 942 枚 17, 000 枚 

 

写真 神通川のサク ラマス釣り  

図 富山県内水面釣り 場のしおり  
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コラム③  天然アユが遡上できないダム上流部にアユ資源を造成する 

富山県の天然アユは冬の間を富山湾で過ごし 、 春に河川に遡上し ますが、 ダムなどの遡上障

害により ダムより も 上流側の河川に辿り 着く こ と ができません。 庄川の上流部に位置する五箇

山地区では、 江戸時代にはアユ漁が行われていた記録があり ますが、 現在は五箇山地区より も

下流側に多く のダムができてし まったため、 天然アユが遡上できなく なっています。 水産研究

所では庄川沿岸漁業協同組合連合会と 共同で、 庄川の魚止めと なっている小牧ダムの上流側の

五箇山地区の河川にアユを放流するこ と で人工的にアユ資源を造成し 、 アユの成長や釣れ具合

を調査し まし た。  

その結果、 夏には天

然遡上のある下流部と

比較し てアユが大き く

成長し 、 友釣り でも 下

流部と 遜色のない釣果

があるこ と がわかり ま

し た。 また、 友釣り を

行う 場合は事前に生き

たアユ（ オト リ アユ）

を準備する 必要があり

ますが、 こ のよ う な上

流部にオト リ アユ販売

店はあり ません。 そこ

で、友釣り のよう な特別な道具を必要と しないアユルアーを用いた釣り により 調査し たと こ ろ、

ルアー釣り ができるこ と や、 ルアー釣り でオト リ アユを確保し た後に友釣り ができるこ と がわ

かり まし た。ダム上流部に新たに漁業権を設定し、アユを放流するこ と で漁場が形成できます。 

アユは内水面漁協にと って遊漁料収入の多く を占める重要な魚種です。 アユ資源を人工的に

造成し 、 特別な道具を必要と せずにアユ釣り を楽し むこ と ができれば、 遊漁料収入の増加に繋

がり 、 県内外から 釣り 人が集まるこ と による地域の関連産業（ 飲食、 宿泊、 観光、 物販等） へ

の経済波及効果も 見込めます。  

 

 

五箇山地区の河川での釣獲調査と採捕されたアユ 



23 
 

【 活力】 ③ 養殖業の活性化 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 養殖魚の健康管理と 品質の向上によ り 、 消費者から 選ばれる安全・ 安心な養殖水産物の供

給体制が確立さ れているこ と 。  

◇ 新たな養殖品種が開発・ 普及さ れているこ と 。  

 

（ １ ） 安全・ 安心な養殖事業の促進 

・  養殖業者の飼育技術の向上、 生産コ スト の削減、 より 安全で安心な養殖魚の生産を図る た

め、 研修会の開催や養殖場の巡回指導を行います。  

・  アユやモク ズガニの養殖など、新規の取組みに対し て支援を行い、県内の内水面養殖業を推

進し ます。  

（ ２ ） 新需要創出の推進 

・  内水面の代表的なブラ ンド 養殖魚と し て各地で技術開発が進んでいる ご当地サーモンにつ

いて、 富山県におけるご当地サーモンの開発を目指し ます。  

・  バイ オテク ノ ロジーを活用し たサク ラ マスの種苗生産技術を開発し 、 県産サク ラ マス養殖

の取組みを促進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

養殖収獲量 46 ト ン 60 ト ン 

  

写真 イワナ養殖場 写真 サク ラマスの授精作業 
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コラム④  ニジマスにサクラマスの精子や卵を何度も作ってもらう 

育てやすく 品質のよい養殖魚を生産するために、 バイ オテク ノ ロジーを活用し たバイ テク 魚

の研究が進めら れています。バイ テク 魚の中でも 、イ ワナやニジマスと いったサケ科魚類では、

三倍体の作出技術が普及し ています。三倍体と は、通常の魚が染色体を２ セッ ト 持つのに対し 、

染色体を３ セッ ト 持っている状態です。 三倍体魚は成熟し ないため、 卵や精子を作るための栄

養を成長の促進や肉質の向上に使う と いう 特性があり 、 養殖魚と して優れています。  

バイ テク 魚を作るには、 温度やホルモンによる処理が必要で、 非常に手間がかかり ます。 と

こ ろが、 本県特産のサク ラ マスは、 雌雄どちら も 繁殖直後に死んでし まいます。 すなわち、 サ

ク ラ マスは苦労し てバイ テク 魚を作っても １ 回し か繁殖に使えないため、 毎年バイ テク 処理を

する必要があり ます。こ れは、サク ラ マスの養殖を考えるう えで大きなデメ リ ッ ト です。一方、

サク ラ マスと 同じ サケ科魚類のニジマスは、 繁殖後も 生き残り 、 毎年繁殖を繰り 返すこ と がで

きます。し たがって、ニジマスは一度作ったバイテク 魚を何回も 繁殖に使う こ と ができるため、

毎年バイ テク 処理をする必要があり ません。  

バイ テク 処理をし たサク ラ マスの卵や精子をニジマスに作っても ら えれば、 毎年バイ テク 処

理をし なく ても バイ テク サク ラ マスが作れます。 そんな夢のよう な技術が、 いく つかの魚類で

はすでに開発さ れています。 それが代理親魚技法です。 こ の技術は、 魚の卵や精子の元と なる

細胞を別の魚種に移殖するこ と で、 移殖し た魚に別の魚種の卵や精子を作ら せると いう も ので

す。 こ の技術により 、 ニジマスにサク ラ マスの精子や卵を作ら せるこ と ができます。 さ ら に、

ニジマスは毎年繁殖するので、 サク ラ マスの精子や卵を繰り 返し生産するこ と が可能と なり 、

バイ テク 処理の省力化やバイ テク サク ラ マスの大量生産が見込まれます。 本県を代表する水産

資源であるサク ラ マスの付加価値向上のため、 水産研究所では代理親魚技法を用いたバイ テク

サク ラ マス生産を研究していきます。  

 

 

代理親魚技法のイメージ図 
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【 活力】 ④ 魚類防疫対策の強化 

 

【 目指すべき姿】  

◇ 魚病に関する 迅速な情報収集と 診断などによ り 、 天然河川や増養殖施設内での魚病のまん

延防止が図ら れているこ と 。  

◇ 増養殖場への巡回指導や研修会の開催、 最新情報の提供などによ り 魚病に関する知識や技

術が関係者間で共有、 蓄積さ れ、 魚病の発生が未然に防止さ れているこ と 。  

 

（ １ ） 魚病発生の未然防止・ まん延防止体制の整備 

・  魚病発生の疑いに関する 情報が寄せら れた場合には、 迅速な診断と 対処方法をアド バイ ス

し ます。  

・  魚病の発生やまん延防止のため、 増養殖場などにおい

て放流種苗や養殖魚の定期的な保菌検査や魚病診断を

行う と と も に、 コイ ヘルペスウイ ルス病などの特定疾病

については、 常時の連絡・ 相談体制により 迅速に対応し

ます。  

・  薬機法（ 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全

性の確保等に関する法律） に基づいた適正な医薬品の使

用や、 医薬品使用に頼ら ない養殖衛生管理技術の普及を

図り 、 安全で安心な生産体制を促進し ます。  

（ ２ ） 魚病に関する情報と 対応措置の普及と 啓発 

・  巡回指導や研修会の開催により 、 魚の飼育管理技術の

向上や疾病対策の徹底、 医薬品の適正使用に関する 普

及・ 啓発に努めます。  

・  大学や国の研究機関などと 魚病に関する調査研究結果

を共有し 、 生産現場で活用できる最新情報については、

迅速に県内の漁業関係者へ提供し ます。  

     

 

 

 

 

【 KPI 】  

指標項目 現状（ R5）  R13 年時目標値 

アユの冷水病保菌検査を実施し

ている飼育施設の割合 
75% 100% 

写真 巡回指導の様子 

写真 冷水病のアユ 
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用語集 

 

■ アユの冷水病 

低水温期に発病する こ と から 名づけら れた致死性の感染症であり 、 体表の穴あき、 下顎の欠

損、 尾柄部のびら んなどの症状が特徴的である。  

■ 委員会指示《 内水面漁場管理委員会》  

内水面漁場管理委員会は、 漁業法第 120 条第１ 項及び第 171 条第４ 項の規定に基づき、 水産

動植物の繁殖保護、漁場使用に関する紛争の防止又は解決、その他漁業調整のために必要がある

と きは、関係者に対し 、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁

場使用に関する制限その他必要な指示を行う こ と ができる。  
■ エド ワジエラ ・ イ ク タルリ 感染症 

 も と も と ナマズ類の細菌感染症と し て知ら れていたが、国内では平成 19 年に初めて河川のアユ

に発生し た。 鰭基部や肛門の発赤、 眼球突出、 腹部膨満などの症状が特徴的である。  

■ 堰堤（ えんてい）  

利水、 治水などの目的で、 水の流れを堰き止めるために河川を横断し て設けら れる工作物。  

■ カワウ管理計画 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、 カワウの管理を図るため、

第二種特定鳥獣管理計画と し て策定さ れた計画。  

■ カワウの繁殖コロニーと ねぐら  

コロニー（ 集団営巣地） と は、 多数の個体が集まり 密集し て巣を造り 、 繁殖する場所。 また、

ねぐら は、 多数の個体が集まって夜間の休息・ 睡眠をと る場所。  

■ 魚道（ ぎょ どう ）  

  魚の遡上が妨げら れる河川工作物などがある箇所で、 魚が上下流に自由に移動できる通り 道

と なる工作物。  

■ コイ ヘルペスウイルス病 

  「 持続的養殖生産確保法」 で定めら れている特定疾病。 マゴイ と ニシキゴイ に発生する 死亡

率の高い病気で、現在、有効な治療法はない。目立った外部症状は少なく 、鰓の退色やただれな

どがみら れる。  

■ 湖産種苗 

  琵琶湖に生息し 、 一生を淡水で過ごす陸封型のアユに由来する放流・ 養殖用の稚魚。  

■ ご当地サーモン 

独自の地域性や飼育技術により 養殖さ れたサケ科のブラ ンド 魚。 主にニジマスやサク ラ マス

などが用いら れているが、 独自の交配で新たに生み出さ れたも のも ある。  

■ 細菌性鰓病（ さ いきんせいえら びょ う ）  

細菌性の疾病で、鰓組織の表面上に細菌が繁殖する。主な症状と し ては、鰓の褪色、鰓蓋の開

放、 緩慢な遊泳などがある。  
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■ 遡河性魚類（ さ く かせいぎょ るい・ さ っかせいぎょ るい）  

産卵のために河川をさ かのぼる性質のある魚類。 例えば、 サケ・ マス類。  

■ 耳石温度標識（ じ せきおんどひょ う しき）  

  魚類の内耳にある耳石（ 炭酸カルシウムの結晶から なる組織） には、 日単位で輪紋が形成さ

れ、 その間隔が水温の変化に応じ て変わるこ と から 、 人為的に水温を変化さ せ、 意図的にバー

コード 状の標識（ 輪紋） を付ける手法。  

■ 水源涵養機能（ すいげんかんよう きのう ）  

森林の土壌が雨水を貯留し 、 河川へ流れ込む水の量を平準化し て洪水を緩和すると と も に、

川の流量を安定さ せる機能。  

■ せっそう 病 

主にサケ科魚類などで発生する細菌感染症。 症状と し ては、 体側部の膨隆、 各鰭基部や肛門

の発赤などがある。  

■ 増殖指示量 

  第５ 種共同漁業権の免許を受けた漁業権者が計画的に資源の増殖を行えるよう 、 内水面漁場

管理委員会が漁業権対象種ごと に最低限必要な増殖方法・ 規模を示し たも の。  

■ 第５ 種共同漁業権 

河川や湖沼等の内水面において、都道府県知事の免許により 漁業協同組合（ 連合会） が特定の

水面で漁場を管理し 特定の漁業を営むこ と ができる権利。漁業権者に対しては、増殖義務が課せ

ら れる。 存続期間は 10 年。  

■ 富山県水産業振興計画 

富山県の水産業の振興を図るため、「 多様な水産資源が持続的に利用さ れ、「 富山のさ かな」

のブラ ンド 力を活かし た水産業の成長産業化と 、 漁村・ 漁港の魅力向上、 活性化により 、 漁業

経営が安定し ているこ と 」 を基本目標と して令和７ 年１ 月に策定さ れた計画。 目標年度は令和

13年度。  

■ 内水面漁場管理委員会 

内水面漁業を管理する機構と し て、 都道府県ごと に設置さ れている行政委員会であり 、 内水

面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項の処理を行っている。  

■ 流し 網漁 

  富山県内では庄川などで行われている伝統漁法であり 、 二艘の川舟の間に網を張り 、 サケや

サク ラ マスなどを採捕する。  

■ 浜の活力再生プラ ン 

2014年に始まった水産業の活性化のための改革の取組計画。 地域によって異なる水産業・ 漁

業を振興さ せるこ と を目指し て、 それぞれの漁村や地域の現状に合わせて、 漁業者や市町村を

中心に組織さ れた「 地域水産業再生委員会」 が、 課題・ 計画・ 目標を見据えて立案する。 通称

「 浜プラ ン」 と 呼ばれている。  

■ 薬機法 

正式名称は、「 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律」。 医薬
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品、 医薬部外品、 化粧品、 医療機器について、 品質、 有効性、 安全性の確保のために必要な規

制を定めた法律。  

■ 落差工 

  河川の急な勾配を緩く し 水の流れを弱め河床の安定を図るため、 河床に落差を設ける横断工

作物。  

 

 

 



 


